
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成17年12月13日 

【中間会計期間】 第56期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

【会社名】 日本アビオニクス株式会社 

【英訳名】 Nippon Avionics Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  鈴木 泰次 

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目20番１号 

【電話番号】 東京(０３)５４０１－７３５１(代表) 

【事務連絡者氏名】 経営企画本部経理部長  露木 満 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目20番１号 

【電話番号】 東京(０３)５４０１－７３５１(代表) 

【事務連絡者氏名】 経営企画本部経理部長  露木 満 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）抜きの価格で表示しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、平成15年９月期中間連結会計期間は１株当たり

中間純損失であるため記載しておりません。 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 12,484 11,932 13,021 26,786 25,705 

経常利益（△損失）（百万円） △   259 105 131 709 767 

中間（当期）純利益（△損失） 

（百万円） 
△   284 337 60 580 1,379 

純資産額（百万円） 6,169 7,368 8,266 7,035 8,392 

総資産額（百万円） 32,103 30,115 32,547 31,009 31,198 

１株当たり純資産額（円） 76.68 119.10 150.84 107.28 153.74 

１株当たり中間（当期）純利益

（△損失）（円） 
△  10.07 11.93 2.13 20.50 47.22 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益(円) 
－ 7.32 1.51 9.10 29.95 

自己資本比率（％） 19.2 24.5 25.4 22.7 26.9 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
1,852 974 △   49 3,777 2,461 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△   253 △   137 △   255 △   741 △   338 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△  1,950 △  1,256 △   284 △  4,460 △  2,302 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
3,265 1,772 1,422 2,190 2,011 

従業員数（人） 1,067 1,064 1,094 1,046 1,082 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税等抜きの価格で表示しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、平成15年９月期中間会計期間は１株当たり中間

純損失であるため記載しておりません。 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 12,296 11,782 12,835 26,340 25,327 

経常利益（△損失）（百万円） △    293 67 71 470 606 

中間（当期）純利益（△損失） 

（百万円） 
△   313 364 10 506 1,306 

資本金（百万円） 8,769 5,145 5,145 8,769 5,145 

発行済株式総数（千株） 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 

純資産額（百万円） 6,201 7,382 8,129 7,021 8,304 

総資産額（百万円） 31,571 29,283 31,756 30,172 30,506 

１株当たり純資産額（円） 77.81 119.59 146.01 106.80 150.65 

１株当たり中間（当期）純利益

（△損失）（円） 
△  11.06 12.89 0.38 17.90 44.62 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ 7.91 0.27 7.95 28.35 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － － － 

普通株式  5.00 

第１種優先株式 

10.98 

自己資本比率（％） 19.6 25.2 25.6 23.3 27.2 

従業員数（人） 765 759 795 741 770 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメントを記載していないため部門別の従業員数を示すと次の通りであります。 

 （注）１．従業員数は就業人員を表示しております。 

２．全社（共通）部門として記載されている従業員数は、管理部門及び営業部門に所属しているものでありま

す。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員を表示しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  平成17年９月30日現在

部門名 従業員数（人） 

情報システム部門 524 

電子装置部門 76 

製造装置部門 182 

全社（共通）部門 312 

合計 1,094 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 795 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の増加に伴う活発な民間設備投資に下支えされ個人消費に

も回復の兆しが見られるなど緩やかな回復傾向のうちに推移しました。 

 当社企業グループの関連するエレクトロニクス業界におきましては、デジタル民生機器の需要が好調に推移した

ものの、競争の激化による単価の下落等により一部低迷した市場があったことから概ね横ばいの状況となりまし

た。 

 このような状況の中で当社企業グループは、新製品を市場に投入し、新製品展開に向けた営業力を強化するとと

もに新市場の開拓を行い、受注、売上の確保に努めました。 

 その結果、当中間連結会計期間における業績は、受注高が情報システム製品の大型プロジェクトがあったことか

ら121億27百万円（前年同期比1.3％増）、売上高が情報システム製品、電子装置製品の好調により130億21百万円

（前年同期比9.1％増）となり、前年同期に比較しそれぞれ増加しました。 

 損益に関しましては、技術研究費等の増加を営業外費用の削減により改善し経常利益が１億31百万円（前年同期

比24.7％増）と前年同期に比較して25百万円増加し、中間純利益は法人税等調整額の影響により前年同期と比較し

て減少し60百万円（前年同期比82.1％減）となりました。 

 部門別の状況は、次の通りです。 

情報システム部門 

 情報システム製品については、指揮・統制関連装置を中心として受注、売上とも大幅に増加しました。 

 この部門の当中間連結会計期間の受注高は52億15百万円（前年同期比19.2％増）、売上高は53億40百万円（前年

同期比15.5％増）であります。 

電子装置部門 

 電子装置製品については、受注は赤外線機器が新製品の本格的な展開と新市場開拓に注力した結果増加したもの

の、情報端末機器等が低調だったことから全体では減少しました。また、売上は赤外線機器等が好調に推移したこ

とから大幅に増加しました。 

 この部門の当中間連結会計期間の受注高は30億61百万円（前年同期比10.7％減）、売上高は37億24百万円（前年

同期比19.2％増）であります。 

製造装置部門 

 製造装置製品については、製造・検査装置は海外市場向け製品が堅調であったものの国内市場が低調であったこ

と、また、プリント配線板はコンピュータ及び半導体関連市場の一部が低調であったことなどから受注、売上とも

減少しました。 

 この部門の当中間連結会計期間の受注高は38億51百万円（前年同期比7.6％減）、売上高は39億56百万円（前年

同期比4.9％減）であります。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、前年同期に比べ10億24百万円減少し、△49百

万円となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益、減価償却費の計上及び退職給付引当金の増加があった

ものの、たな卸資産が13億33百万円増加したためであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、前年同期に比べ１億18百万円減少し、△２億55百万円となりまし

た。これは、主に有形固定資産の取得による支出２億48百万円によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、前年同期に比べ９億72百万円増加し、△２億84百万円となりまし

た。これは、短期借入金が７億20百万円増加したものの、長期借入金の返済８億20百万円及び期末配当１億83百万

円を実施したためであります。 

 以上の結果「現金及び現金同等物の中間期末残高」は前連結会計年度末に比べ５億88百万円減少し、14億22百万

円となり、当中間連結会計期間末における借入金残高は、前連結会計年度末に比べ１億円減少し118億円となりま

した。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、製品区分別の「生産、受注及び販売の状況」を示すと次の通りで

あります。 

(1）生産実績 

 （注） 消費税等抜きの販売価格によって表示しております。 

(2）受注状況 

 （注） 消費税等抜きの販売価格によって表示しております。 

(3）販売実績 

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

２．消費税等抜きの価格によって表示しております。 

製品区分 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

情報システム製品（百万円） 5,338 115.8 

電子装置製品（百万円） 3,786 127.0 

製造装置製品（百万円） 3,936 94.4 

計（百万円） 13,061 110.8 

製品区分 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

受注高（百万円） 前年同期比（％）
受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％）

情報システム製品 5,215 119.2 11,995 130.8 

電子装置製品 3,061 89.3 448 41.7 

製造装置製品 3,851 92.4 895 102.1 

計 12,127 101.3 13,339 119.9 

製品区分 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

情報システム製品（百万円） 5,340 115.5 

電子装置製品（百万円） 3,724 119.2 

製造装置製品（百万円） 3,956 95.1 

計（百万円） 13,021 109.1 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日本電気㈱ 1,788 15.0 3,226 24.8 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社企業グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社企業グループは、独自のエレクトロニクス技術とシステム技術をもとに、新しい価値を創造することを目指

し、先端技術分野での基礎研究、応用研究をはじめとして、事業運営に直結した新技術、新製品の開発を行っており

ます。 

 現在の研究開発活動は主に当社の情報システム製品、電子装置製品及び製造装置製品の技術部門を中心に進めてお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、５億39百万円であり、主な研究内容は以下の通りであり

ます。 

・産業用タッチパネルコンピュータの開発 

・瞬間加熱電源の開発  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はあり

ません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 第１種優先株式の内容は次の通りであります。 

１．議決権 

後記２③に定める第１種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

２．優先配当金 

① 優先配当金の額 １株当たりの優先配当金（以下「第１種優先株式配当金」という。）の額は、以下の

算式に従い算出される金額とする。第１種優先株式配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小

数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第１種優先株式配当金の額が金20円を超える場合は20

円とする。 

第１種優先株式配当金＝1,000円×（日本円TIBOR＋1.0％） 

「日本円TIBOR」とは、平成15年４月１日（配当起算日）及びそれ以降の毎年４月１日（以下「第１種

優先株式配当算出基準日」という。）現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値とし、上記計算式においては、次

回の第１種優先株式配当算出基準日の前日までの各営業年度について適用される。ただし、第１種優先

株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第１種優先株式配当算出基準日とする。第１

種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合は直前

営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））を日本円TIBORに代えて用いるものとする。 

② 優先中間配当金の額 １株当たりの優先中間配当金の額は、第１種優先株式配当金の２分の１又は１株

につき10円の低い方を上限として決定する金額とする。 

③ 非累積条項 ある営業年度において、第１種優先株式を有する株主（以下「第１種優先株主」とい

う。）又は第１種優先株式の登録質権者（以下「第１種優先登録質権者」という。）に対し、第１種優

先株式配当金の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。 

④ 非参加条項 第１種優先株主又は第１種優先登録質権者に対しては、第１種優先株式配当金を超えて配

当は行わない。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 76,000,000 

第１種優先株式 4,000,000 

計 80,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月13日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 28,300,000 28,300,000 
東京証券取引所市場第二

部 
－ 

第１種優先株式 4,000,000 4,000,000 非上場・非登録 （注） 

計 32,300,000 32,300,000 － － 



３．残余財産の分配 

当会社が残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録質権者に対し１株につき1,000

円を普通株主又は普通株式の登録質権者に先立って支払い、これ以外の残余財産の分配は行わない。 

４．新株引受権等 

当会社は、第１種優先株式の併合又は分割は行わない。また、当会社は、第１種優先株主に新株の引受権

又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

５．償還請求権 

第１種優先株主は、平成18年４月１日以降、当会社の前営業年度の利益処分計算書における当期未処分利

益が20億円を超えている場合、毎年７月１日から７月31日までの間（以下「償還請求可能期間」とい

う。）において、当期未処分利益の50％から、当会社に当該償還請求がなされた営業年度において、当会

社が下記６及び７において定める強制償還又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第１種

優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第１種優先株式の全部又は一部を償還請求すること

ができ、当会社は、償還請求可能期間満了の日から１ヶ月以内に、法令の定めに従い、償還手続きを行う

ものとする。ただし、前記限度額を超えて第１種優先株主から償還請求があった場合、償還の順位は、償

還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。償還価額は１株につき1,000

円に第１種優先株式配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償還日

を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を加

算した額とする。 

６．強制償還 

当会社は、平成18年４月１日以降、法令の定めに従い、第１種優先株式の全部又は一部を償還することが

できる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。償還価額は１株につき1,000円に第１種優先

株式配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償還日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を加算した額とす

る。ただし、当該営業年度において第１種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額と

する。 

７．消却 

当会社は、法令の定めに従い、第１種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することがで

きる。 

８．普通株式への転換予約権 

第１種優先株主は、平成22年４月１日以降いつでも次の条件で第１種優先株式の普通株式への転換を請求

することができる。 

① 当初転換価額 当初転換価額は、平成22年４月１日における普通株式の時価とする。当該時価が113円

（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。た

だし、下記③に規定の転換価額の調整の要因が平成22年４月１日までに発生した場合には、かかる下限

転換価額について下記③の規定に準じて同様な調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、平成22年４月１日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。 

② 転換価額の修正 転換価額は、平成23年４月１日以降毎年４月１日（以下「転換価額修正日」とい

う。）における普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①に規定の下限転換価額を下回

る場合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が転換価額修正日までに、

下記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様な調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。 



③ 転換価額の調整 第１種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合、株

式分割により普通株式を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整

する。 

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更され

る。 

④ 転換により発行すべき普通株式数 第１種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次の通りと

する。 

発行株式数算出にあたって１株未満の端株が生じたときは、これを切り捨てる。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

① 普通株式 

      
新規発行株式
数 

× 
１株当たり払込
金額 

調整後転換
価額 

＝ 
調整前転換
価額 

×
既発行株式
数 

＋ １株当たり時価 

      既発行株式数＋新規発行株式数 

転換により発行すべ
き普通株式数 

＝ 

第１種優先株主が転換請求のために提出した第１種
優先株式の発行価額総額 

転換価額

年月日 
発行済株式総

数増減数(株) 

発行済株式総

数残高（株） 

資本金増減額

（百万円） 

資本金残高

（百万円） 

資本準備金増

減額(百万円) 

資本準備金残

高（百万円） 

平成17年４月１日～ 
－ 32,300,000 － 5,145 － － 

平成17年９月30日 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本電気(株) 東京都港区芝五丁目７番１号 14,151 50.00 

日本証券金融(株) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 731 2.58 

日本アビオニクス従業員持株

会 
神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目28番２ 557 1.97 

日本マスタートラスト信託銀

行(株)（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 474 1.67 

(株)三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 441 1.56 

住友信託銀行(株) 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 249 0.88 

伊藤 豊 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目18番２号 220 0.78 

住友生命保険(相) 東京都中央区築地七丁目18番24号 218 0.77 

三井住友海上火災保険(株) 東京都中央区新川二丁目27番２号  161 0.57 

吉川 勝敏 広島県広島市西区山手町23番23号４  127 0.45 

計 － 17,329 61.23 



② 第１種優先株式 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権の数４個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本電気(株) 東京都港区芝五丁目７番１号 4,000 100 

計 － 4,000 100 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 4,000,000 － 

「１ (1） ② 発行

済株式」の「内容」の

記載を参照 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 19,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,176,000 28,176 － 

単元未満株式 普通株式 105,000 － － 

発行済株式総数 32,300,000 － － 

総株主の議決権 － 28,176 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

日本アビオニクス㈱ 
東京都港区西新橋

三丁目20番１号 
19,000 － 19,000 0.06 

計 － 19,000 － 19,000 0.06 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 446 515 563 537 510 485 

最低（円） 342 440 496 501 407 440 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び第55期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の中

間財務諸表並びに当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び第56

期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査

法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     1,772 1,422   2,011 

２．受取手形及び売掛
金 

    6,803 8,059   7,323 

３．たな卸資産     11,413 12,736   11,402 

４．その他     860 1,354   1,357 

５．貸倒引当金     △    30 △    30   △    30 

流動資産合計     20,819 69.1 23,543 72.3   22,064 70.7

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

(1）建物及び構築物   2,573   2,427 2,484   

(2）土地   4,847   4,847 4,847   

(3）その他の有形固
定資産 

  1,406 8,827 1,415 8,689 1,429 8,762 

２．無形固定資産     134 108   136 

３．投資その他の資産           

(1）投資その他の資
産 

  445   335 347   

(2）貸倒引当金   △   111 333 △   129 205 △   112 235 

固定資産合計     9,295 30.9 9,003 27.7   9,134 29.3

資産合計     30,115 100 32,547 100   31,198 100 

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    4,125 5,243   5,012 

２．短期借入金 ※２   6,625 5,320   4,600 

３．その他     2,104 3,139   2,176 

流動負債合計     12,854 42.7 13,702 42.1   11,789 37.8

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２   6,320 6,480   7,300 

２．再評価に係る繰延
税金負債 

    1,274 1,274   1,274 

３．退職給付引当金     2,267 2,824   2,443 

４．その他     29 －   － 

固定負債合計     9,891 32.8 10,578 32.5   11,017 35.3

負債合計     22,746 75.5 24,281 74.6   22,806 73.1

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,145 17.1 5,145 15.8   5,145 16.5

Ⅱ 利益剰余金     351 1.2 1,268 3.9   1,393 4.5

Ⅲ 土地再評価差額金     1,857 6.2 1,857 5.7   1,857 5.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    18 0.0 － －   － －

Ⅴ 自己株式     △     3 △ 0.0 △   5 △ 0.0   △    4  △ 0.0

資本合計     7,368 24.5 8,266 25.4   8,392 26.9

負債・資本合計     30,115 100 32,547 100   31,198 100 



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     11,932 100 13,021 100   25,705 100 

Ⅱ 売上原価     9,146 76.7 10,009 76.9   19,581 76.2

売上総利益     2,785 23.3 3,011 23.1   6,123 23.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   2,493 20.8 2,744 21.0   5,012 19.5

営業利益     292 2.5 267 2.1   1,111 4.3

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   0   0 0   

２．受取配当金   0   0 0   

３．為替差益   1   － 1   

４．受取手数料   －   14 －   

５．その他   18 20 0.1 7 21 0.1 66 68 0.3

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   181   144 376   

２．その他   26 207 1.7 13 158 1.2 36 412 1.6

経常利益     105 0.9 131 1.0   767 3.0

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売却
益 

  － － － － － － 40 40 0.2

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損   74   29 103   

２．貸倒引当金繰入額   －   17 －   

３．役員退職慰労金   2 76 0.7 － 47 0.4 38 142 0.6

税金等調整前中間
(当期)純利益 

    28 0.2 84 0.6   665 2.6

法人税、住民税及
び事業税 

  36   23 57   

法人税等調整額   △   345 △   308 △2.6 － 23 0.1 △   772 △   714 △2.8

中間(当期)純利益     337 2.8 60 0.5   1,379 5.4

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     7,769 －   7,769

Ⅱ 資本剰余金減少高       

１．欠損填補のための取
崩額 

  7,769 7,769 － － 7,769 7,769

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    － －   －

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △11,378 1,393   △11,378

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．中間（当期）純利益   337 60 1,379 

２．資本剰余金取崩によ
る増加高 

  7,769 － 7,769 

３．資本減少による増加
高 

  3,623 11,729 － 60 3,623 12,772

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１．配当金   － － 185 185 － －

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    351 1,268   1,393

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  28 84 665

減価償却費   340 320 726

退職給付引当金の増
加額 

  502 381 677

受取利息及び受取配
当金 

  △     0 △     0 △     0

支払利息   181 144 376

売上債権の減少額又
は増加額（△） 

  1,551 △   736 1,031

たな卸資産の増加額
（△） 

  △ 1,114 △ 1,333 △ 1,103

仕入債務の増加額又
は減少額（△） 

  △   581 230 305

その他   299 1,042 194

小計   1,206 132 2,872

利息及び配当金の受
取額 

  0 0 0

利息の支払額   △   162 △   131 △   341

法人税等の支払額   △    69 △    50 △    69

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  974 △    49 2,461

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形固定資産の取得
による支出 

  △   128 △   248 △   412

無形固定資産の取得
による支出 

  △    11 △     5 △    51

その他   3 △     0 125

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △   137 △   255 △   338

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額 

  △   635 720 △ 3,060

長期借入金の借入れ
による収入 

  － － 2,000

長期借入金の返済に
よる支出 

  △   620 △   820 △ 1,240

配当金の支払額   － △   183 －

その他   △     1 △     1 △     2

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △ 1,256 △   284 △ 2,302

Ⅳ 現金及び現金同等物の
減少額（△） 

  △   418 △   588 △   179

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,190 2,011 2,190

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  1,772 1,422 2,011

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  山梨アビオニクス株式会社、福

島アビオニクス株式会社及び日本

アビオニクス販売株式会社の子会

社３社すべてが連結に含められて

おります。 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社はあ

りません。 

同左 同左 

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は９月

30日であり、中間連結決算日と一

致しております。 

同左  連結子会社の決算日は３月31日

であり、連結決算日と一致してお

ります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市

場価格等に基づく時

価法（評価差額は全

部資本直入法により

処理し、売却原価は

主として移動平均法

により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

１）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は主と

して移動平均法によ

り算定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

  ２）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

主として総平均法によ

る原価法 

２）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

同左 

２）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

同左 

  仕掛品及び未着品 

個別法による原価法 

仕掛品及び未着品 

同左 

仕掛品及び未着品 

同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

１）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は次

の通りであります。 

建物及び構築物 

３～50年 

機械装置及び運搬具 

４～10年 

工具器具備品 

２～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

１）有形固定資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

１）有形固定資産 

同左 

  ２）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用ソフトウ

ェアについては、社内利用

可能期間に基づく定額法に

よっております。 

２）無形固定資産 

同左 

２）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案して計上して

おります。 

(3）重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

同左 

  ２）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

見込額から年金資産見込額

並びに会計基準変更時差異

未処理額、未認識過去勤務

債務、未認識数理計算上の

差異を加減した額を退職給

付引当金として計上してお

ります。会計基準変更時差

異8,516百万円は、平成12年

４月１日から15年による按

分額を費用処理しておりま

す。過去勤務債務はその発

生時の従業員の平均残存勤

務期間で按分した額を費用

処理しております。数理計

算上の差異はその発生時の

従業員の平均残存勤務期間

で按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

２）退職給付引当金 

同左 

２）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、連結会計年度末に

おける退職給付債務から年

金資産並びに会計基準変更

時差異未処理額、未認識数

理計算上の差異、未認識過

去勤務債務を加減した額を

退職給付引当金として計上

しております。退職給付会

計基準の適用に伴い発生し

た会計基準変更時差異8,516

百万円は、平成12年４月１

日から15年による按分額を

費用処理しております。数

理計算上の差異はその発生

時の従業員の平均残存勤務

期間で按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

過去勤務債務はその発生時

の従業員の平均残存勤務期

間で按分した額を費用処理

しております。 

    

  

  

  

（追加情報） 

 当社及び一部の連結子会

社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基

金の代行部分について、平

成17年２月１日に厚生労働

大臣から将来分支給義務免

除の認可を受けました。 

 当連結会計年度末日現在

において測定された返還相

当額（最低責任準備金）は

4,313百万円であり、当該返

還相当額（最低責任準備

金）の支払が当連結会計年

度末日に行われたと仮定し

て「退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）」

（日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第13号）第

44－２項を適用した場合に

生じる損益の見込額は2,021

百万円（利益）でありま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。また、金利スワ

ップについて特例処理の条

件を充たしている場合は特

例処理を採用しておりま

す。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

同左 

  ２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の支払

利息 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ３）ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関す

る社内規程に基づき、金利

の変動によるリスクの低減

のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っておりま

す。 

３）ヘッジ方針 

同左 

３）ヘッジ方針 

同左 

  ４）ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象

は重要な条件が同一である

ため、高い有効性を有して

おります。 

 ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略

しております。 

４）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

４）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）  

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

──────  

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

15,942百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

15,672百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

15,902百万円であります。 

※２．有形固定資産のうち、次の資産は工場

財団として下記借入の担保に供してお

ります。 

※２．有形固定資産のうち、次の資産は工場

財団として下記借入の担保に供してお

ります。 

※２．有形固定資産のうち、次の資産は工場

財団として下記借入の担保に供してお

ります。 

建物及び構築物 2,212百万円

土地 4,847 

その他の有形固定資産 349 

計 7,409 

建物及び構築物 2,031百万円

土地 4,794 

その他の有形固定資産 293 

計 7,120 

建物及び構築物 2,098百万円

土地 4,794 

その他の有形固定資産 312 

計 7,204 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 3,546百万円

長期借入金 1,760 

(内一年以内返済予定額 240) 

計 5,306 

短期借入金 1,420百万円

長期借入金 1,520 

(内一年以内返済予定額 240) 

計 2,940 

短期借入金 1,118百万円

長期借入金 1,640 

(内一年以内返済予定額 240) 

計 2,758 

 ３．偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅取得資金の借入金に

対する保証 

82百万円 

 ３．偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅取得資金の借入金に

対する保証 

69百万円 

 ３．偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅取得資金の借入金に

対する保証 

72百万円 

 ４．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間連結会計期間末残高6,160

百万円）及びコミットメントライン契約

（契約総額10,000百万円、当中間連結会

計期間末借入未実行残高5,010百万円）

には、契約期間中において純資産額、営

業利益、経常利益を一定の水準に維持す

る等の財務上の特約が定められておりま

す。 

 ４．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間連結会計期間末残高5,320

百万円）及びコミットメントライン契約

（契約総額6,000百万円、当中間連結会

計期間末借入未実行残高2,620百万円）

には、契約期間中において純資産額、営

業利益、経常利益を一定の水準に維持す

る等の財務上の特約が定められておりま

す。 

 ４．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当連結会計年度末残高5,740百万

円）及びコミットメントライン契約（契

約総額6,000百万円、当連結会計年度末

借入未実行残高3,340百万円）には、契

約期間中において純資産額、営業利益、

経常利益を一定の水準に維持する等の財

務上の特約が定められております。 



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

給与手当・賞与 796百万円

技術研究費 335 

給与手当・賞与 841百万円

技術研究費 539 

給与手当・賞与 1,638百万円

技術研究費 727 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

「現金及び預金」 1,772百万円

現金及び現金同等物 

中間期末残高 
1,772 

「現金及び預金」 1,422百万円

現金及び現金同等物 

中間期末残高 
1,422 

「現金及び預金」 2,011百万円

現金及び現金同等物 

期末残高 
2,011 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

その他の有
形固定資産 

1,042 569 473 

合計 1,042 569 473 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

856 529 326

合計 856 529 326

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

1,013 616 396

合計 1,013 616 396

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 217百万円

１年超 255 

合計 473 

１年内 137百万円

１年超 189 

合計 326 

１年内 187百万円

１年超 209 

合計 396 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 115百万円

減価償却費相当額 115 

支払リース料 115百万円

減価償却費相当額 115 

支払リース料 232百万円

減価償却費相当額 232 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間（平成16年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 金額が軽微であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価のあるものはありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 金額が軽微であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 当連結会計年度末において、その他有価証券で時価のあるものはありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 金額が軽微であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 19 46 26 

(2）債券 － － － 

(3）その他 9 14 4 

合計 29 60 30 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関係 

 すべてヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引であるため、開示の対象から除いております。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関係 

 すべてヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引であるため、開示の対象から除いております。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関係 

 すべてヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引であるため、開示の対象から除いております。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 当社企業グループが製造販売する各種製品は、主として情報システム、電子装置、製造装置の「電子応用機

器」であり、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める当該セグメントの割合がいずれ

も90％を超えているため、その記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社企業グループが製造販売する各種製品はすべて電子応用機器であり、事業区分が単一セグメントであるた

め、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 当社企業グループが製造販売する各種製品は、主として情報システム、電子装置、製造装置の「電子応用機

器」であり、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める当該セグメントの割合がいずれ

も90％を超えているため、その記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成17年

４月１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 当社企業グループは海外拠点を有しておりませんので、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成17年

４月１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下の通

りであります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 119円10銭

１株当たり中間純利益 11円93銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 ７円32銭

１株当たり純資産額 150円84銭

１株当たり中間純利益 ２円13銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 １円51銭

１株当たり純資産額 153円74銭

１株当たり当期純利益 47円22銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 29円95銭

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 337 60 1,379 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
337 60 1,335 

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,286 28,280 28,284 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式増加数（千株） 17,777 11,560 17,777 

（うち第１種優先株式） (17,777) (11,560) (17,777) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,694   1,344 1,908   

２．受取手形   602   215 462   

３．売掛金   6,254   7,906 6,910   

４．たな卸資産   9,875   11,300 9,927   

５．関係会社短期貸付
金 

  3,372   3,180 3,272   

６．その他 ※３ 911   1,413 1,555   

７．貸倒引当金   △    30   △    30 △    30   

流動資産合計     22,681 77.5 25,329 79.8   24,006 78.7

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

(1）土地   3,342   3,342 3,342   

(2）その他の有形固
定資産 

  1,808   1,789 1,802   

計   5,150   5,132 5,145   

２．無形固定資産   123   96 124   

３．投資その他の資産           

(1）投資その他の資
産 

  1,398   1,286 1,300   

(2）貸倒引当金   △    70   △    88 △    70   

計   1,327   1,198 1,229   

固定資産合計     6,601 22.5 6,427 20.2   6,499 21.3

資産合計     29,283 100 31,756 100   30,506 100 

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   590   561 695   

２．買掛金   3,460   4,584 4,128   

３．短期借入金 ※２ 6,625   5,320 4,600   

４．その他 ※３ 1,865   2,854 2,006   

流動負債合計     12,541 42.8 13,320 41.9   11,429 37.5

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   6,320   6,480 7,300   

２．再評価に係る繰延
税金負債 

  1,274   1,274 1,274   

３．退職給付引当金   1,735   2,552 2,197   

４．その他   29   － －   

固定負債合計     9,359 32.0 10,306 32.5   10,772 35.3

負債合計     21,900 74.8 23,627 74.4   22,201 72.8

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,145 17.6 5,145 16.2   5,145 16.8

Ⅱ 利益剰余金           

１．利益準備金   －   18 －   

２．中間（当期）未処
分利益 

  364   1,112 1,306   

利益剰余金合計     364 1.2 1,131 3.6   1,306 4.3

Ⅲ 土地再評価差額金     1,857 6.3 1,857 5.8   1,857 6.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    18 0.1 － －   － －

Ⅴ 自己株式     △     3 △ 0.0 △     5 △ 0.0   △     4 △ 0.0

資本合計     7,382 25.2 8,129 25.6   8,304 27.2

負債・資本合計     29,283 100 31,756 100   30,506 100 



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     11,782 100 12,835 100   25,327 100 

Ⅱ 売上原価     9,403 79.8 10,277 80.1   20,112 79.4

売上総利益     2,378 20.2 2,558 19.9   5,215 20.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    2,162 18.4 2,381 18.5   4,358 17.2

営業利益     215 1.8 176 1.4   856 3.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   49 0.4 52 0.4   151 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２   198 1.6 157 1.2   401 1.6

経常利益     67 0.6 71 0.6   606 2.4

Ⅵ 特別利益 ※３   － － － －   40 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４   13 0.1 38 0.3   58 0.2

税引前中間(当期)
純利益 

    54 0.5 32 0.3   588 2.3

法人税、住民税及
び事業税 

  35   22 55   

法人税等調整額   △   345 △   310 △2.6 － 22 0.2 △   772 △  717 △2.9

中間(当期)純利益     364 3.1 10 0.1   1,306 5.2

前期繰越利益又は
前期繰越損失
（△） 

    △ 3,623 1,102   △ 3,623 

資本減少による欠
損填補額 

    3,623 －   3,623 

中間（当期）未処
分利益 

    364 1,112   1,306 

            



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は主

として移動平均法により

算定） 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  (2）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

同左 

(2）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

同左 

  仕掛品及び未着品 

 個別法による原価法 

仕掛品及び未着品 

同左 

仕掛品及び未着品  

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。 

建物      ８～50年 

機械装置        10年 

工具器具備品  ２～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用ソフトウェア

については、社内利用可能期間

に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案して計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (2）退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備える

ため、当中間会計期間末におけ

る退職給付債務見込額から年金

資産見込額並びに会計基準変更

時差異未処理額、未認識過去勤

務債務、未認識数理計算上の差

異を加減した額を退職給付引当

金として計上しております。会

計基準変更時差異8,232百万円

は、平成12年４月１日から15年

による按分額を費用処理してお

ります。過去勤務債務はその発

生時の従業員の平均残存勤務期

間で按分した額を費用処理して

おります。数理計算上の差異は

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間で按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理して

おります。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備える

ため、期末における退職給付債

務から年金資産並びに会計基準

変更時差異未処理額、未認識数

理計算上の差異、未認識過去勤

務債務を加減した額を退職給付

引当金として計上しておりま

す。退職給付会計基準の適用に

伴い発生した会計基準変更時差

異8,232百万円は、平成12年４月

１日から15年による按分額を費

用処理しております。数理計算

上の差異はその発生時の従業員

の平均残存勤務期間で按分した

額をそれぞれ発生の翌期から費

用処理しております。過去勤務

債務はその発生時の従業員の平

均残存勤務期間で按分した額を

費用処理しております。 

   

  

  

  

（追加情報） 

 当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成17年２

月１日に厚生労働大臣から将来

分支給義務免除の認可を受けま

した。 

 当期末日現在において測定さ

れた返還相当額（最低責任準備

金）は4,065百万円であり、当該

返還相当額（最低責任準備金）

の支払が当期末日に行われたと

仮定して「退職給付会計に関す

る実務指針（中間報告）」（日

本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号）第44－２項を適

用した場合に生じる損益の見込

額は1,901百万円（利益）であり

ます。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充たして

いる場合は特例処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の支払利

息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する社

内規程に基づき、金利の変動に

よるリスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行って

おります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象は重

要な条件が同一であるため、高

い有効性を有しております。 

 ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

同左 同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

──────  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

7,469百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

7,364百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

7,558百万円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産    

工場財団 4,154百万円

工場財団の内訳  

土地 3,342百万円

その他の有形固

定資産 
811 

上記に対応する債務 

短期借入金 3,546百万円

工場財団 4,012百万円

工場財団の内訳  

土地 3,289百万円

その他の有形固

定資産 
723 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,420百万円

工場財団 4,051百万円

工場財団の内訳  

土地 3,289百万円

その他の有形固

定資産 
761 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,118百万円

※３．未収消費税等 8百万円 ※３．未収消費税等 9百万円 ※３．未払消費税等 16百万円

 ４．偶発債務 

 銀行借入金等に対する保証債務 

 ４．偶発債務 

 銀行借入金等に対する保証債務 

 ４．偶発債務 

 銀行借入金等に対する保証債務 

従業員 82百万円 従業員 69百万円 従業員 72百万円

 ５．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間会計期間末残高6,160百万

円）及びコミットメントライン契約（契

約総額10,000百万円、当中間会計期間末

借入未実行残高5,010百万円）には、契

約期間中において純資産額、営業利益、

経常利益を一定の水準に維持する等の財

務上の特約が定められております。 

 ５．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間会計期間末残高5,320百万

円）及びコミットメントライン契約（契

約総額6,000百万円、当中間会計期間末

借入未実行残高2,620百万円）には、契

約期間中において純資産額、営業利益、

経常利益を一定の水準に維持する等の財

務上の特約が定められております。 

 ５．財務上の特約    

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当期末残高5,740百万円）及びコ

ミットメントライン契約（契約総額

6,000百万円、当期末借入未実行残高

3,340百万円）には、契約期間中におい

て純資産額、営業利益、経常利益を一定

の水準に維持する等の財務上の特約が定

められております。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 32百万円 受取利息 28百万円 受取利息 61百万円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 181百万円 支払利息 144百万円 支払利息 376百万円

※３．   ───── ※３．   ───── ※３．特別利益の項目 

    投資有価証券売

却益 
40百万円

※４．特別損失の項目 ※４．特別損失の項目 ※４．特別損失の項目 

固定資産除却損 13百万円 固定資産除却損 20百万円

貸倒引当金繰入

額 
17 

固定資産除却損 22百万円

役員退職慰労金 35 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産 183百万円

無形固定資産 37 

有形固定資産 172百万円

無形固定資産 31 

有形固定資産 395百万円

無形固定資産 72 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

その他の有
形固定資産 

566 281 285 

合計 566 281 285 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

355 264 91

合計 355 264 91

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

360 222 137

合計 360 222 137

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 142百万円

１年超 142 

合計 285 

１年内 60百万円

１年超 31 

合計 91 

１年内 93百万円

１年超 44 

合計 137 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 68百万円

減価償却費相当額 68 

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55 

支払リース料 132百万円

減価償却費相当額 132 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

通りであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 119円59銭

１株当たり中間純利益 12円89銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益  ７円91銭

１株当たり純資産額 146円１銭

１株当たり中間純利益 38銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益  27銭

１株当たり純資産額 150円65銭

１株当たり当期純利益 44円62銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益  28円35銭

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益 364 10 1,306 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
364 10 1,262 

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,286 28,280 28,284 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式増加数（千株） 17,777 11,560 17,777 

（うち第１種優先株式） (17,777) (11,560) (17,777) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

１ 有価証券報告書及びその添付書類 平成17年６月29日 

  関東財務局長に提出 

 事業年度（第55期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）   



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月９日

日 本 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本アビオニクス株

式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６

年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本アビオニクス株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 正 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 嶋 康 博 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１２日

日 本 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本アビオニクス株

式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本アビオニクス株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 正 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 嶋 康 博 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月９日

日 本 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本アビオニクス株

式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第５５期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日本ア

ビオニクス株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成

１６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 正 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 嶋 康 博 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１２日

日 本 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本アビオニクス株

式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第５６期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日本ア

ビオニクス株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 正 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 嶋 康 博 
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